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令和５年 11月２日 

 

 

消費者ネットおかやまと株式会社ＧＲＡＣＥとの間の 

訴訟に関する判決について 

 

 

消費者契約法第 39条第１項の規定に基づき、下記の事項を公表する。 

 

記 

 

１．判決の概要 

（１）事案の概要 

本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人消費者ネットおかやま（以下

「原告」という。）が、インターネットを利用した通信販売業務等を目的とする株

式会社ＧＲＡＣＥ（以下「被告」という。）は、被告が販売する商品等（以下「本

件商品等」という。）の代金未納がない消費者に対して代金請求を繰り返しており、

債務弁済契約の締結について勧誘をするに際し、不特定かつ多数の消費者に対して

不実告知（消費者契約法（以下「法」という。） 第４条第１項第１号）を行うおそ

れがあるなどと主張して、法第 12 条第３項に基づく差止請求として、代金請求の

停止等を求めた事案である（令和４年３月 31 日付けで岡山地方裁判所に対して訴

訟を提起）。 

 

  （※）消費者契約法 

（消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し） 

第四条 消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に

対して次の各号に掲げる行為をしたことにより当該各号に定める誤認をし、それによって

当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことがで

きる。 

一 重要事項について事実と異なることを告げること。 当該告げられた内容が事実であ

るとの誤認 

二 物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものに関し、将来におけるそ

の価額、将来において当該消費者が受け取るべき金額その他の将来における変動が不確

実な事項につき断定的判断を提供すること。 当該提供された断定的判断の内容が確実

であるとの誤認 

２～６ ［略］ 

（注）上記の訴訟が提起された日現在の規定 

 

（２）結果 

岡山地方裁判所は、令和５年４月 18 日、以下のように判断した上で、原告の請

求を認容した（本判決は既に確定している。）。 

 

ア 主たる争点 

 
News Release  



         

2 

 

被告が、不特定かつ多数の消費者に対して不実告知（法第４条第１項第１号）

を行うおそれがあるか否か 

 

イ 主たる争点についての裁判所の判断の概要 

被告は、令和元年 12 月頃から令和４年 10 月頃までの間、本件商品等の定期購

入を解約するなどして代金未納がない消費者に対し、多数回にわたり、代金未納

があるとして請求した事実が認められる。そうすると、被告は不特定かつ多数の

消費者に対して、代金未納の有無という重要事項について事実と異なることを告

げた上、未納代金を弁済する旨の消費者契約の締結について勧誘を行っていたと

いえる。 

また、被告が、この勧誘を行っていた期間は少なくとも３年弱と長期にわたっ

ている上、被告は、不実告知はないなどと事実を否定していることからすれば、

被告は、同様の行為を行うおそれがあると認めることができる。 

なお、被告は、弁護士との間で締結していた債権回収業務委託契約を解約して

いるが、解約日以降も請求を続けており、この事実をもって、不実告知をするお

それがないとすることはできない。 

また、被告は、解散登記手続を速やかに行うよう司法書士に依頼しているが、

４か月近く経過した現在においても解散登記を了したことを裏付ける証拠を提出

しておらず、解散する意思を有しているとは認められないから、この事実をもっ

て、不実告知をするおそれがないとすることはできない。 

 

２．適格消費者団体の名称 

特定非営利活動法人消費者ネットおかやま（法人番号 2260005003094） 

 

３．事業者等の氏名又は名称 

株式会社ＧＲＡＣＥ（法人番号 2011101085869） 

 

４．当該判決に関する改善措置情報（※）の概要 

なし 

 

（※） 改善措置情報とは、差止請求に係る相手方から、差止請求に係る相手方の行為の停

止若しくは予防又は当該行為の停止若しくは予防に必要な措置をとった旨の連絡を受

けた場合におけるその内容及び実施時期に係る情報のことをいう（消費者契約法施行

規則第14条、第28条参照）。 

以上 

 

【本件に関する問合せ先】 

消費者庁消費者制度課  電話：03－3507－9165 

URL：https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_system/index.html 


